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平成 2 0年 m 月 1 日

疑義解釈 その4 ( 別 添 )

歯科診療報酬点数表関係

【指導管理料】

(問 1 ) 患者 が初診後 に歯 科 疾 患管 理料 を算 定す る前 に任 意 に診療 を 中止 し、

1 月 以上経過 した後 、再 び 同一 の保 険医療 機 関 にお いて診 療 を受 け る場

合 で あ って、初診 と して取 り扱 う場 合 の歯 科 疾患 管理 料 は 、 1 回 目又 は

2 回 目のいずれ によ り算 定す るのか。

(答 ) 歯科 疾患 管理料 ( 1 回 目) に よ り算 定す る。

【処 置 】

(問 2 ) 再 S R P を行 った部位 に対 す る歯周 疾 患 処置 は 、再 S R P を行 っ た

後 に実施 す る歯 周組 織 検 査 の結 果 を踏 ま えて 、特 定薬剤 の注 入 を行 っ た

場 合 に算 定す る もの と考 えて よいか。

(答 ) そ の とお り。

(問 3 ) 噛 周基本 治療 に つ いて 、同一部位 に 2 回以 上 同一 の 区分 に係 る歯周

基本 治療 を行 った場合 の 2 回 目以 降の費 用 は 、所 定点数 の 100 分 の 30 に

相 当する 点数 に よ り算 定 す る。」 とあ るが 、例 えば 、著 し く歯 科 診療 が 困

難 な障 害者 に対 して 2 回 目以 降 のス ケー リン グ ・ル ー トプ レー ニ ン グ を

行 った場合 の算 定方 法如 何。

(答 ) 次 に よ り算 定す る。

前 歯 : 58 点 × 30 / 10 0 ×

小 臼歯 : 62 点 × 30 / 10 0 ×

大 臼歯 : 68 点 × 30 / 10 0 ×

( 1 0 0 + 5 0 ) / 1 0 0 = 2 6 . 1 →

( 1 0 0 + 5 0 ) / 1 0 0 = 2 7 . 9 →

( 1 0 0 + 5 0 ) / 1 0 0 = 3 0 . 6 →

2 6 点

2 8 点

3 1 点

【歯冠修復及ぴ欠損補綴】

(問 4 ) 歯冠 形成前 に行 った リテイ ナ ー及 び テ ンポ ラ リー ク ラ ウ ンの費用 は

算 定 で きるか。

(答 ) 算 定 で きない。
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【歯科矯正】

(問 5 ) 区分 番 号 NOO 2 に掲 げ る r歯 科矯 正管 理料 」の注 3 に r同 一 の 患者 に

つ き 1 月以 内に歯科 矯正 管 理料 を算 定す べ き管理 を 2 回以 上行 った場合

におい て は、歯 科矯 正 管理 料 は 1 回 とし、第 1 回の管理 を行 った 時 に算

定す る。」 とあ るが 、 この r1 月以 内」 とは、 噛 科矯 正 管 理 料 」 を算 定

した月 と同一月内 と解釈 して差 し支 えな いか。

(答 ) 差 し支 えない。 噛 科 矯 正管 理料 」 の算 定は 、月単位 に よ る。


